
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困ったときは、ひとりで悩まずに、最寄りの警察や消費生活相談窓口等にご相談ください。 

玉島警察署          ０８６-５２２-０１１０ 

岡山県消費生活センター  ０８６-２２６-０９９９ 

里庄町企画商工課      ０８６5-６４-３１１４ 

消費者ホットライン      １８８ （イ・ヤ・ヤ） 
消費者庁イラスト集より 

里庄町からのお知らせ 

メール 
ショートメッセージサービス 

（SMS）による 

架空請求 

（例） アマゾン 

ヤフーサポートセンター 

DMM相談窓口 など 

※実在する企業とは無関係です。 

ハガキ 
による 

架空請求 

（例） 法務省管轄支局国民訴訟 

通達センター 

民間訴訟告知センター 

国民訴訟お客様センター 

全国紛争相談センター など 

※いずれも国の組織として存在 

しないものです。 

下記のイラストのような、メールやハガキによる架空請求の相談が増えています。身に覚えのない請求

にだまされないようにしましょう！ 

【アドバイス】 

 身に覚えのない請求に返信したり、電話をかけたりしない 

①詐欺業者に電話やメールで連絡することで、自分の電話番号や 

メールアドレスなど個人情報を詐欺業者に教えてしまうことになり

ます。 

②電話をすると「手続き費用を払って」と要求され、「コンビニで電子

マネーを買って」「コンビニの端末で入金するよう」に誘導され  

ます。 

③支払方法は、コンビニを指定することが多いのも詐欺の特徴です。 

 少しでも怪しかったり、不安に感じたら相談を 

１８８で確認！ 

イ ヤ ヤ 

メールやハガキに記載の電話番号に 
連絡・支払 をする前に！ 

【特徴】 

メールやハガキによる  突然の通知 
 

支払要求 
 

 

支払指示 
 

 

さらなる支払要求につながることも… 


